
障害者総合福祉 法 (仮 称 )の 早期制定 を求 め る意見書

平成 18年 4月 、障害 のある人 も障害 のな い人 とともに、地域社会 で
生活 で きるための仕組 み を 目指 した障害者 自立 支援法 が施行 され ま した。

しか し、法 の施行 直後 か ら、新 た に導入 された応益負担制度 をは じめ、

様 々な問題 点が指摘 されて きた と ころです。

そ の後 、政府 は平成 22年 1月 に、障害者 自立支援 法訴訟 の原告 との

間で、速や か に応益負担制度 を廃止す る とともに、遅 くとも平成 25年
8月 まで に障害者 自立支援 法 を廃止 し新 たな総合 的な福祉 法制 を実現す

る との基本合意 を交 わ しま した。

一方 、国連 では平成 18年 12月 に障害者権利 条約 が採択 され、既 に
100か 国以上が批准 を終 えて いますが、我が 国で は国内法が未整備 の

ため、批准 に至 って い ませ ん。

これ らの課題 を受 けて、障害者制度 の集 中的な改革 を行 うため、内閣

府 に設置 された障が い者制度改革推進会議で の検 討 を踏 まえ、平成 23

年 7月 には障害者基本法 の改正 が行 われ ま した。

また、8月 には同推進会議 の総合福祉部会 にお いて、「障害者総合福祉

法 の骨格 に関す る総合福祉部 会 の提言」が取 りま とめ られ ま した。

障害 の種類や程度 、家族 の状況 、経済 力、居住 す る 自治体 にかかわ ら

ず 、障害者 自らが選 んだ地域 で 自分 らしく暮 らせ る社 会 を実現す るため

には、障害者基本法や 今般 の提言 に沿 って、障害者総合福祉法 (仮称 )

を着実かつ速やか に立法化す る必 要が あ ります 。

よって 、国 にお いて は、下記 の事項 を十分 に配 慮 した上で 、障害者総

合福祉法 (仮 称 )を 早期 に成立 させ 、施行す るよ う強 く要望 します。

記

.障 害者総合福祉法 (仮称 )制 定 にあた り、「障害者総 合福祉 法 の骨格

に関す る総合福祉部会 の提言 」 を最大限尊重 し、反 映 させ る こと。

.障 害者総合福祉法 (仮称 )の 制定 にあた り、国の責任 にお いて制度
を円滑 に進 め るため に財源 を十分 に確保 し、地方 自治体 の財政負担 を

軽減す る こと。

以上、地方 自治法第 99条 の規定 によ り意見書 を提 出 します 。  ・

平成 24年 3月 23日

奈 良県斑鳩 町議会


